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民生委員・児童委員のマーク

民生委員・児童委員とは、地域住民の立場に立って地域の福祉を担う
ボランティアです。
民生委員は、法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で児童委

員も兼ねており、任期は３年です（再任も可能）。民生委員は、ボランティアとして

活動しているため報酬の支給はありませんが活動費の支給はあります。

民生委員・児童委員は、地域を見守り、地域住民
の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。
自らも地域住民の一員として、担当の区域において高齢者

や障害のある方の安否確認や見守り、子供たちへの声かけ等

を行っています。医療や介護の悩み、妊娠や子育ての不安、

失業や経済的困窮による生活上の心配ごとなど、さまざまな

相談に応じます。相談内容に応じて必要な支援が受けられる

よう、地域の専門機関とのつなぎ役になります。民生委員・

児童委員には法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。

主任児童委員とは、子供や子育てに関する支援を専門に
担当する民生委員・児童委員です。
主任児童委員は、子育てを社会全体で支える『健やかに子どもを

産み育てる環境づくり』を進めるために、平成６年１月に制度化さ

れました。子供や子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・

児童委員です。それぞれの市町村にあって担当区域を持たずに民生

委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動な

どに取り組んでいます。

民生委員・児童委員は、幅広い関係者との
ネットワークを有しています。
民生委員・児童委員は、地域住民の抱える悩みご

とや地域で発見した課題を解決するために、行政へ

の働きかけ、専門機関の紹介、必要なサービスの紹

介や連絡などの役割を果たします。また、誰もが安

心して住み続けられる地域づくりのために、地域住

民や関係機関・団体との連携、協力して地域の絆づくりを進め、地域福祉の充実のための取り組みを進

めています。
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